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◇ 休館日 ◇ 

毎週月曜日 

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

  

  使用までの流れ 
 
１. 空き状況の確認 

 使用予定日時の空き状況について、電話または来館のうえ確認してください。 

 使用時間には、準備から後片付け・退室までのすべての時間が含まれますの

で、ご留意ください。 

 電話にて確認の際に「仮予約」をすることができます。 

あくまで「仮予約」ですので、以下「２」のとおり期限内に「本申請」を行

い、教育委員会から許可を受けてください。 

※ 期限内に「本申請」を行わない場合、仮予約は取消しになります。 

より多くの市民の方にご使用いただくため、ご理解ください。 

 

２. 使用許可申請書（以下「申請書」）の提出等 

① 申請書の提出期間 使用開始日の前営業日までに提出のうえ、  

使用料を納付し許可を受けてください。      

② 申請書の受付時間 開館日の午前 8 時 30 分から午後 5 時まで 

③ 申請書の提出 

 直接来館のうえ、センター窓口に備え付けてある申請書に、必要事項を記入し

提出してください。 

 使用年月日および使用時間には、仮予約した日時をご記入ください。 

※ 市外に在住等の理由で、使用開始日の前営業日までに直接来館し提出ができな

い場合は、ファクス等での申請方法をお知らせしますのでお問い合わせくださ

い。また、対応には時間を要するため、時間的に余裕を持って申請してくださ

い。 

 

【ご注意ください】 

施設利用を予約いただいた場合でも、感染症や自然災害等の状況により、 

急きょ、予告なしに臨時休館となり、ご利用いただけない場合がありますの

で、予めご了承ください。  
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④ 供用時間等 

区 分 供用時間等 

小会議室 
火～金：午前 9 時から 

午後 8 時まで 

土日祝：午前 9 時から 

午後 5 時まで 

中会議室 

大会議室 

マルチメディアホール 

クラフトルーム 

ギャラリー 最長 3 週間 

交流広場 最長 2 週間 

掲示棟 最長 3 ヶ月 

 

３. 使用料の納付 

 施設使用料は、申請書を審査後に窓口にて全額現金で納付してください。 

 開館日の午前 8 時 30 分から午後 5 時までに納付してください。 

※ 市外に在住等の理由で、使用開始日の前営業日までに直接来館し納付できない

場合は、銀行口座振込等の方法をお知らせしますのでお問合せください。 

注）既納の使用料は、原則、返還できません。 

ただし、使用開始日の 10 日前までに使用の取消しについての届出があった 

場合には返還します。    

 

【 使用料 】 

区 分 １時間あたりの使用料 

小会議室 400 円 

中会議室 600 円 

大会議室 1,000 円 

マルチメディアホール 2,000 円 

クラフトルーム 600 円 

※ギャラリー・交流広場・掲示棟の使用は無料です。 

 

注１）施設を「商業宣伝、営業、その他これらに類する目的」をもって使用する 

場合は、当該料金に 100 分の 200 相当額を加算します。 

注２）使用時間を延長した場合の料金は、１時間あたりの料金の 100 分の 

120 相当額となります。 
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【 使用料の減免 】 

次のいずれかの手帳の交付を受けている方は、施設使用料金が全額免除になります。 

 身体障害者手帳 

 療育手帳 

 精神障害者保健福祉手帳 

ただし、利用の際に障害者手帳等の提示がない場合は、免除を受けることができ

ません。 

また、営利または営業上の目的で利用する場合や免除対象となる障がい者が施設

利用者（免除対象介護者を除く。）の半数に満たない場合は免除されませんのでご

注意ください。 

※ 公共的団体等や生涯学習登録団体等が利用される場合、使用料の減免の対象に 

なる場合がありますので、お問い合わせください。 

 

４. 使用許可書の交付 

申請書の内容を審査し使用目的や内容等が適当と認められた場合には、使用料の納

付後に「使用許可書」を交付します。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、使用の許可はできません。 

【 使用の許可ができない場合 】 

◆ 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

◆ 施設・設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。 

◆ 施設の管理上支障があると認めるとき。 

◆ その他、施設管理者が適当でないと認めるとき。 

 

５. 施設使用許可の変更・取消、使用時間の延長の場合 

① 使用許可事項の変更をしようとするとき 

 使用日時や使用施設の変更が生じた場合は、教育委員会の承認が必要になり

ます。必ず「使用変更承認申請書」を提出してください。 

（場合によっては変更できない場合もあります。） 

 「使用変更承認申請書」の提出期限は、使用開始日の 10 日前までです。 

② 使用許可の取消しをしようとするとき 

使用許可の取消しをしようとする場合は、教育委員会の承認が必要になります。

必ず「使用取消承認申請書」を提出してください。  



- 4 - 

 

          

③ 使用時間を超えて使用する必要があるとき 

やむを得ない理由により使用時間を超えて使用する必要がある場合は、教育委

員会の承認が必要になります。必ず「使用時間延長承認申請書」を提出してく

ださい。（場合によっては延長できないこともあります。） 

 

◇市民情報交流センター施設概要◇ 

   延床面積：1,1４６㎡ 建物の構造：地上４階 

施設名 面積（㎡） 定員（人） 備考 

大会議室 88 45  

中会議室 54 30  

小会議室 31 18 ロ字形式で使用 

マルチメディアホール 180 140  

クラフトルーム 78.6 30  

生涯学習広場 66 －  

交流広場(喫茶コーナー含) 173 －  

総合案内(管理室含) 62 －  

※各会議室、マルチメディアホールではパソコンの持ち込み使用ができます。 

※パソコンを持ち込みされる場合は事前にお申し出ください。 

 

 各会議室、マルチメディアホール、クラフトルームでは、貸し出し用のプロジェ

クターおよびスクリーンの使用ができます。 

 プロジェクター用コネクタ、ホワイトボード、マイクは無料で貸出しいたします。

（事前にお申込みください。貸出しできない場合もありますのでご了承ください。） 

 プロジェクター等の接続は職員が行いますのでお声掛けください。 

 インターネットのＬＡＮケーブルは使用できません。 

 無料 Wi-Fi を使用することができます、詳しくは職員にお問い合わせください。  
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◇駐車場の使用について◇ 

 駐車場（全 7６台 うち障害者用駐車場２台） 

区  分 駐車料金 

中央図書館 

情報交流センターの使用者 

駐車時間２時間まで 無 料 

駐車時間２時間を超え、 

１時間ごと 
100 円 

その他の 

使用者 

午前 8 時～午後 9 時まで 駐車時間１時間ごと 200 円 

午後 9 時～翌日 8 時まで 駐車時間１時間ごと 100 円 

 

 「中央図書館・情報交流センターの使用者」は、館内の認証機で駐車券に認証スタ

ンプを押してください。認証がない場合は、通常料金を支払うことになります。 

 「その他の使用者」が駐車する時間が午後９時をまたぐ場合は、そのまたぐ１時間

の駐車料金は 200 円となります。 

 「その他の使用者」が駐車する時間が午前８時をまたぐ場合は、そのまたぐ１時間

の駐車料金は 100 円となります。 

注 1）駐車券を紛失された場合は、職員にお申し出ください。 

注 2）駐車場における事故、盗難、トラブル等の責任は一切負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


